


Ⅱ 各統計調査で独自に行う処理

１

各統計調査において、提供する地域（都道府県、市区町村等）を決定する。

２

各統計調査において、調査方法を考慮し抽出した調査票情報の一部を提供する。

【国勢調査】 一般世帯は世帯単位に、施設等世帯は個人単位に約１％

【社会生活基本調査】 世帯単位に約80％
（調査票Ａ、調査票Ｂごとに抽出する。）

【就業構造基本調査】 世帯単位に約80％

【住宅・土地統計調査】 住宅単位に約10％
（調査票甲及び乙を合わせて抽出し、両方の調査票に共通の調査事項等を提供する。）

【労働力調査】 世帯単位に約80％（基礎調査票を抽出する。但し、沖縄県は約20％とする。）

【全国家計構造調査】 世帯単位に約80％
（次の世帯について、世帯の種類（二人以上の世帯、単身世帯）ごとに抽出する。

・基本調査世帯、家計調査世帯特別調査世帯及び全国単身世帯収支実態調査世帯
・簡易調査世帯

世帯票、家計簿、年収・貯蓄等調査票がすべて揃っている世帯を提供する。）

【国民生活基礎調査】 世帯単位に約20％

【賃金構造基本統計調査】 労働者単位に約40％

３

各統計調査の特性により調査対象が特定される可能性が高い場合は匿名化処理を行う。（提供する地域ごとに検討を行う。）

【国勢調査】 ・母集団に対して一意又は二意となる世帯又は個人がいる世帯の削除
・父子世帯の削除
・子供の数が多く、世帯主・配偶者が外国人である世帯を削除
・年齢差の大きい夫婦のいる世帯を削除
・年齢差の大きい又は小さい親子のいる世帯を削除
・15歳未満の就業者のいる世帯を削除

【社会生活基本調査】 ・母子世帯、父子世帯において、出現頻度の少ない世帯を削除

【住宅・土地統計調査】 ・家計を支える者の年齢が15歳未満の世帯の削除

【労働力調査】 ・自衛官及び受刑者のレコードを削除

【国民生活基礎調査】 ・父子世帯の削除
・年齢差の大きい夫婦のいる世帯を削除
・年齢差の大きい又は小さい親子のいる世帯を削除

【賃金構造基本統計調査】 ・公営の事業所の削除

４

調査単位、調査対象等が、特定又は推定されないようスワッピング、誤差の導入などの匿名化処理を必要に応じて行う。

【国勢調査】 ・２つの調査対象を入れ替える。（スワッピング）

提供する地域（市区町村以上の地域情報）

サンプリング・リサンプリング率

世帯・個人識別情報の匿名化

攪乱処理
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